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特定健診・特定保健指導の研修企画・評価

健診・保健指導に関する事例報告

埼玉県健康づくり支援課

加藤 静子

研修実施にあたり

• 健診・保健指導の研修ガイドラインに沿った研修

• 県主催研修は健康づくり支援課及び保健所が

実施する

• 保健所の研修企画には地域特性を反映

• 県主催研修の研修受講単位の互換性を図る

• 研修の企画は所内・保健所間で充分に検討する

• 健康づくり支援課は保健所を支援する
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健康づくり支援課 １３保健所（１１会場で実施）

県主催研修 ２会場実施

（保険者協議会と共催）

１ 市町村国保・衛生担当者を
対象に実施

２ 国保以外の医療保険者・
保健指導実施機関等を対象
に実施

・産業保健関係者
・人間ドック実施医療機関
・保健指導実施機関実務者

保健所研修実施の目的
１ 保健指導実務者の人材育成

２ 保健所の市町村支援機能の強化
３ 地域の健康課題を把握
４ 研修から派生する関係機関との連携強化

保健所研修実施上の工夫
１ 地域の実情に応じた研修の企画を原則（対象

者の選定・実施時期・保健所の合同開催）

２ 県内開催の研修を単位認定を行い互換性を
図るため、研修の枠決めを行う
３ 地域の健康課題分析の支援

説明

計画書

報告

支援

申請に基づく修了証書の発行

生活習慣病対策健診・保健指導に関する企画・運営・技術研修実施要領

１ 目的
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健診

等」という。）の円滑なる実施に向けて、医療保険者及び保健指導実施者等を対象に研修を行い生
活習慣病対策全体を効果的に推進できる人材を育成するものである。

２ 実施主体
埼玉県
（健康づくり支援課及び各福祉保健総合センター・保健所が実施主体となる。）

３ 対象者
次の機関・団体において特定健診等に従事する予定の者

・医療保険者
・市町村の保健衛生部門
・保健指導実施事業者
・医師会
・地域産業保健センター
・医療機関及び健診機関
・その他必要と認める者
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４ 研修会の開催
健康づくり支援課は県内において特定健診等に従事する予定の者を対象に、生活習慣病対策健

診・保健指導に関する企画・運営・技術研修（以下「研修」という。） を年２回開催する。
福祉保健総合センター・保健所主催研修は、主として管内において特定健診に従事する予定の者

を対象に研修を開催する。但し、管内からの受講者に支障がない範囲で、管外からの受講希望者を受
け入れることを妨げない。

５ 実施計画書
福祉保健総合センター及び保健所は、研修実施に当たり、健康づくり支援課が指定する期日までに、

研修実施計画書（別紙１）を提出する。

６ 実施報告書
福祉保健総合センター及び保健所は、研修が終了したときは速やかに健康づくり支援課に、研修

実施報告書（別紙２）を提出する。

７ 経費
研修の運営に要する経費は、福祉保健総合センター及び保健所の申請に基づき、予算の範囲内で

令達する。

８ 研修修了証書の発行
県主催研修受講者（２０単位取得者）には、生活習慣病対策健診・保健指導に関 する企画・運営・

技術研修修了証書（以下「修了証書」という。）を発行する。
福祉保健総合センター・保健所主催研修に関しては、生活習慣病対策健診・保健 指導に関する企

画・運営・技術研修に関する単位認定を行う。（様式１）
２０単位を取得した者は、本人の申し出により修了証書を発行する。

３単位

３単位

２単位

特定健診・保健指導計画とは

保健事業展開のためのデータ分析

優先課題の設定の考え方

保健指導計画策定と効果的な支援

計画・評価編

３単位特定健診・保健指導について

・制度の概要

・保健指導の対象者選定と階層化

・保健指導の考え方

ポピュレーションアプローチと連動

基礎編

単 位研 修 内 容研 修 項 目

研修単位の枠組み
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３単位

３単位

３単位

行動変容につながる保健指導

保健指導対象者のアセスメント

対象者の自己決定を促す支援

・保健指導に役立つコーチング

・対象者にあった保健指導の実際

個別生活習慣に関する保健指導

・食生活に関する保健指導

・運動に関する保健指導

・たばこ・歯科に関する保健指導

県内保健指導取組状況報告

保健指導・

技術編

単 位研 修 内 容研 修 項 目

研修単位の枠組み

研修受講状況

• 研修受講人員 実 ９９６人 延べ ３０７１人

6716377238293合 計

4520241その他

108129726看護師

226461010565管理栄養士

277161723221保健師

15114医師

合 計在宅産業保健医療機関行政職 種

終了証書の発行
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目 的
糖尿病等生活習慣病の削減することを目標に、保健指導実務者及び医療保険者が効果
的・効率的に特定健診・特定保健指導が実施するために必要な技術を習得する。

平成１９年度生活習慣病対策健診・保健指導に関する企画・運営・技術研修
（健康づくり支援課主催研修）

研修目標
Ⅰ 健診・保健指導の企画、立案、評価能力の育成
① 特定健診・保健指導計画策定について理解する
② 対象集団をアセスメントできる
③ 優先課題を設定できる
④ 特定健診・保健指導の結果を評価できる
⑤ 地域の健康づくりに関するネットワークの必要性を理解する

Ⅱ 保健指導の知識や技術のスキルアップを図る
① 健診結果と生活習慣を連動させてわかりやすく説明できる
② 保健指導対象者をアセスメントし、目標設定ができる
③ 目標設定に沿った保健指導計画が立てられる
④ 特定健診・保健指導の結果を評価できる
⑤ 適切な学習教材を選定し、開発できる

研修理解度に関するアンケート

・研修前後に受講者の自覚的理解度を把握するためアン
ケートを実施 （一部抜粋）

（達成目標４項目設定し、さらに３４項目を設定。５段階の自覚的評価を行う）

医療費分析により保険者の疾病状況、費用等を把握できる。２－ｂ

健診データ分析により保険者の健康状態を把握できる。２－ａ

２ 特定健康診査等実施計画の作成が出来る。

保健指導の階層区分について理解し説明できる。１－ｃ

特定健診・保健指導の目的について理解し説明できる。１－ｂ

メタボリックシンドロームの概念について理解し説明できる。１－ａ

１ 特定健診・保健指導の基本的な考え方を理解し、説明できる。

達 成 目 標項 目
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委託先選定にあたり、国の基準を考慮できる。４－ｅ

事業の検討会・運営委員会等を設置できる。４－ｄ

関係部署や他機関（外部委託含む）との役割分担が明確にできる。４－ｃ

県、国民健康保険団体連合会、国民保険診療施設と連携が図れる。４－ｂ

事業実施主体（担当部署）が明確にできる。４－ａ

４ 特定健診・特定保健指導の企画・立案・評価とデータの分析が出来る。

未受診者対策ができる。３－ｉ

参加者の選定・募集などに受診率向上のための工夫ができる。３－ｈ

対象の安全性に配慮した保健指導場面が提供できる。３－ｇ

学習教材を有効に活用できる。３－ｆ

解剖生理学的理論を踏まえた保健指導ができる。３－ｅ

たばこに関して、対象にあった適切な知識・技術の提供ができる。３－ｄ

運動に関して、対象にあった適切な知識・技術の提供ができる。３－ｃ

食生活に関して、対象にあった適切な知識・技術の提供ができる。３－ｂ

保健指導に当たり、地域の資源（施設など）が有効に活用できる。３－ａ

３ 特定健診・特定保健指導の実際を理解し、説明できる。

研修企画に関するプロセス評価の試み

はい・いいえ
⑧研修計画立案にあたっては県内（管内）の状況を把握し

たか

はい・いいえ⑦研修計画に関してスパーバイザー等の助言を得たか

はい・いいえ
⑥研修プログラム作成にあたり国が示した基準を満たして

いるか

はい・いいえ⑤実施主体について、関係者の考えが一致しているか、合
意を得ているか

１．２．３．４はい・いいえ④研修計画書に目的が明文化されているか

はい・いいえ③研修の基本方針が明確にされているか

はい・いいえ②評価について協議し、方法を検討したか

合計点数はい・いいえ①評価の目的が明確にされているか

１．計画の立案について －特定健診・特定保健指導実務
者研修計画－

Ⅰ総合評価Ⅰ．事業計画・実施体制について

評価
基準評価点数評価項目
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平成１９年度 平成２０年度

県研修

保健所研修

県研修

県・保険者協議会
保健所と協働実施

平成１９年度の課題解決に向けて

現状と課題
・保険者協議会、各職
能団体等の主催によ
る研修の更なる
充実が必要

・実践的な保健指導
技術研修でスキル
アップが急務

・市町村保健師、管理
栄養士等の受講修了
比率が低い。

受講修了保健師数
２７０人（行政２１４人）
受講修了管理栄養士数
２２２人（行政６３人）

２０単位研修
２コース実施

２０単位研修
９コース実施

研修修了証
発行件数
６７１件
３/３１現在

リーダー研修
Ｈ２０年度以降、

・自前で保健指導を実施する
市町村担当者

・各医療保険者、職能団体等
を対象に実践的な研修

２０単位研修
市町村を中心とした、H１９年

度の未受講者に対する補足
研修として３会場で

実施

生活習慣病対策健診・保健指導に
関する企画・運営・技術研修の課題と方針

実人員９９６人
延べ３，０７１人

保健所の研修企画から新たな事業展開

事業所・医療機関・保健所
の協働による

特定保健指導モデル事業

保健所管内の事業所（製造業）の従業員
を対象に、労働安全法による健診結果
を基に保健指導の対象者を階層化し、

試行的に保健指導を実施する

保健所の市町村支援

市町村保健センター内のOJTとして、保健指導

学習教材に関する勉強会や保健指導事例
検討会への支援

市町村のモデル地区を選定し、市町村
職員や在宅スタッフによる学習会を行い

積極的支援をモデル的に実施

特定健診・特定保健指導実施計画策定
への支援

１

２

保健所の機
能強化
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生活習慣病対策に関する地域・職域連携事業
新健診制度のスタート

緊急健康課題の把握・解決支援

県医療費適正化計画・健康増
進計画の目標達成に向けて

急務！

県が発揮すべきは総合調整機能
課題：ネットワーク構築によるハイリスクとポピュレーションアプローチの統合推進

生活習慣病対策推進支援事業

保健指導の事例検討
保健指導プログラムの

検証

実践的保健指導の
スキルアップ

スタートはしたけれど、
課題山積み・・・目標達

成できるのか？

地域・職域連携会議

特定健診受診率
向上支援事業

効果的な保健指導
実施支援事業

ハイリスクアプローチ
強化支援事業

地域・職域連携会議１３保健所

１３保健所

県


